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１ 改定率について 

 平成２４年度の介護報酬改定は、平成２３年６月に成立した「介護サービスの基盤

強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴う新たな介護サービス

等への対応、診療報酬との同時改定に伴う医療と介護の機能分化・連携の強化などへ

の対応が求められる。また「社会保障・税一体改革成案」の確実な実施に向けた最初

の第一歩であり、「２０２５年（平成３７年）のあるべき医療・介護の姿」を念頭にお

くことが必要であるとされた。 

 

 こうした状況や、介護職員の処遇改善の確保、物価の下落傾向、介護事業者の経営

状況、地域包括ケアの推進等を踏まえ、全体で１．２％の介護報酬改定を行うもので

ある。 

 

 

 

 

   

 

２ 基本的な視点 

平成２４年度の介護報酬改定については、高齢者の尊厳保持と自立支援という介護

保険の基本理念を一層推進するため、以下の基本的な視点に基づき、各サービスの報

酬・基準についての見直しを行う。  

 

（１）地域包括ケアシステムの基盤強化  

介護サービスの充実・強化を図るとともに、介護保険制度の持続可能性の観点から、

給付の重点化や介護予防・重度化予防について取り組み、地域包括ケアシステムの基

盤強化を図ることが必要である。  

高齢者が住み慣れた地域で生活し続けることを可能にするため、  

① 高齢者の自立支援に重点を置いた在宅・居住系サービス  

② 要介護度が高い高齢者や医療ニーズの高い高齢者に対応した在宅・居住系サービ

スを提供する。  

また、重度者への対応、在宅復帰、医療ニーズへの対応など、各介護保険施設に求

められる機能に応じたサービス提供の強化を図る。 

 

（参考） 

  介護報酬改定率  １．２％ 

    （うち、在宅分１．０％、施設分０．２％） 

Ⅰ 基本的な考え方  
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（２）医療と介護の役割分担・連携強化  

医療ニーズの高い高齢者に対し、医療・介護を切れ目なく提供するという観点から、

医療と介護の役割分担を明確化し、連携を強化することが必要である。  

このため、  

① 在宅生活時の医療機能の強化に向けた、新サービスの創設及び訪問看護、リハビ

リテーションの充実並びに看取りへの対応強化  

② 介護保険施設における医療ニーズへの対応  

③ 入退院時における医療機関と介護サービス事業者との連携を促進する。  

また、これらを実現するために、看護職員等医療関係職種をはじめ必要な人材確保策

を講じることが必要である。  

 

（３）認知症にふさわしいサービスの提供  

認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくため、小規模多機能型

居宅介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、介護療養型医療施設において必要な見直しを行う。 
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国家公務員の地域手当に準じ、地域割りの区分を7区分に見直すとともに、適用地域、

上乗せ割合について見直しを行う。  

また、適用地域について、国の官署が所在しない地域等においては、診療報酬にお

ける地域加算の対象地域の設定の考え方を踏襲する見直しを行う。  

さらに、介護事業経営実態調査の結果等を踏まえて、サービス毎の人件費割合につ

いても見直しを行う。  

なお、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、平成26年度末までの経過措置等

を設定する。  

＜地域区分ごとの上乗せ割合＞ 

（現行）            （改正後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜人件費割合＞  

（現行）             （改正後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 地域区分の見直し  

 

特別区 15％ 

 

特甲地 10％ 

 

甲 地 ６％ 

乙 地 ５％ 

その他 ０％ 

１級地 １８％ 

２級地 １５％ 

３級地 １２％ 

４級地 １０％ 

５級地 ６％ 

６級地 ３％ 

その他 ０％ 

 

 

訪問看護（55％） 

 

訪問看護（70％） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（70％） 

複合型サービス（55％） 
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＜介護報酬１単位当たりの単価の見直しの全体像と見直し後の単価＞  

【現行】                           （単位円）  

特別区 特甲地 甲地 乙地 その他

１５％ １０％ ６％ ５％ ０％

７０％ １１．０５ １０．７０ １０．４２ １０．３５ １０

５５％ １０．８３ １０．５５ １０．３３ １０．２８ １０

４５％ １０．６８ １０．４５ １０．２７ １０．２３ １０

上乗せ割合

人件費
割合

 

【見直し後】                          （単位円） 

１級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 その他

１８％ １５％ １２％ １０％ ６％ ３％ ０％

７０％ １１．２６ １１．０５ １０．８４ １０．７０ １０．４２ １０．２１ １０

５５％ １０．９９ １０．８３ １０．６６ １０．５５ １０．３３ １０．１７ １０

４５％ １０．８１ １０．６８ １０．５４ １０．４５ １０．２７ １０．１４ １０

上乗せ割合

人件費
割合

 

＜地域区分ごとの適用地域＞  

別紙参照 （Ｐ５） 

 

＜経過措置＞  

報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、平成26年度末までの経過措置を設定した

上で、各自治体からの意見を踏まえ、追加的な経過措置等を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し後の適用地域と現行の適用地域を比較した場合、区分の差が２区分

以上乖離する地域を対象に、現行の適用地域から１区分高い若しくは低い区

分に見直しを行う。 

各自治体からの要望を踏まえ、上乗せ割合が低い区分にとどまることを経

過措置として認めるとともに、高い区分への変更は国家公務員の地域手当の

区分相当まで変更を認める。 
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１ 夜間対応型訪問介護 

(１) 指定基準の改正点 

  ① オペレーターの兼務等 

       提供時間帯を通じて専従することが基本であるが、利用者の処遇に支障がな

い場合は、オペレーターは当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、

同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の職務に従事することができる。 

       オペレーターは看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者をもって

充てなければならないが、利用者の処遇に支障がない場合であって、指定夜間

対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて、これらの者との連携を確保してい

るときは、３年以上サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者をも

って充てることができる。 

     ② 地域との連携等（新設） 

       指定夜間対応型訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては，提供した

指定夜間対応型訪問介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣

する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力する

よう努めなければならない。 

 

(２) 介護報酬の改正点 

  ① 利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化 

 

 

  

Ⅲ 各サービスの基準・報酬の見直し内容 
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２ 認知症対応型通所介護 

 (１) 指定基準の改正点 

  ① 生活相談員および看護職員または介護職員の配置基準 

      （現行）                （改正後） 

     

 

 

 

 

 

  ② 共用型認知症対応型通所介護の事業実施要件の改正 

       （現行）                （改正後） 

      

 

 

 

 

 

(２) 介護報酬の改正点 

 

認知症対応型通所介護の

単位ごとに、その提供時間

帯を通じて配置する。 

事業所全体のサービス提供時間数に応じ

た人員配置が可能。ただし、看護職員又

は介護職員は各単位において常時１以上

配置しなければならない。 

事業の開始又は施設の開設

後３年以上経過している指

定認知症対応型共同生活介

護事業所等のみ行うことで

きる。 

 

介護サービスの指定又は許可を初めて受

けた日から起算して３年以上の期間が経

過している事業者であれば、事業の開始

又は施設の開設後３年以上経過してない

指定認知症対応型共同生活介護事業所等

においても行うことができる。 
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 ② 利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化 
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３ 小規模多機能型居宅介護 

（１） 指定基準の改正点 

 ①サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の設置が可能となる。 

（事業所設置要件） 

 

・ 介護保険その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の実績を

有する事業者であること。 

・ 小規模多機能型居宅介護事業所又は複合型サービス事業所について、本体事業

所となることが可能とし、本体事業所との密接な連携の下運営すること。 

 

（人員基準・登録定員要件） 

本体事業所 サテライト型事業所 備考

日中
（通い）

常勤換算方法で
３：１

常勤換算３：１

日中
(訪問）

常勤換算方法で
１以上

１以上

本体事業所の職員によりサテライト型事業所の登
録者の処遇が適切に行なわれる場合、訪問サービ
スの提供が可能。（相互の登録者の訪問サービス
可能）

夜間
（夜勤職員）

時間帯を通じて
１以上

時間帯を通じて
１以上

サテライト型事業所の登録者の処遇が適切に行な
われる場合は、本体事業所での宿泊サービスが提
供可能。※

夜間
（宿直職員）

時間帯を通じて
１以上

時間帯を通じて
１以上

本体事業所の宿直職員により、サテライト型の登
録者の処遇が適切に行なわれる場合は丌要。

看護職員
従業者のうち
１以上

従業者のうち
１以上

本体事業所の看護職員により、サテライト型の登
録者の処遇が適切に行なわれる場合は丌要。

介護支援専門員 配置が必要 配置が必要

本体事業所の介護支援専門員により居宅サービス
計画の作成が適切に行なわれるときには、介護支
援専門員に代えて、小規模多機能型居宅介護計画
の作成に専ら従事する厚生労働大臣が定める研修
を修了している者の配置が可能。

管理者 専従かつ常勤 専従かつ常勤
本体事業所の管理上支障がない場合は、サテライ
ト型事業所の兼務可能

登録定員 ２５人以下 １８人以下

通いサービス
登録定員の
１／２～１５人

登録定員の
１／２～１２人

宿泊サービス
通いサービスの
１／３～９人

通いサービスの
１／３～６人

 

※ 本体事業所の登録者をサテライト型事業所において宿泊させることは丌可。 
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（地域との連携）  

・ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所の

所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介

護を提供する場合にあっては、当該住居に居住する利用者以外の者に対し指定小

規模多機能型居宅介護の提供を行うよう努めるものとする。 

 

 

（２） 介護報酬の改正点 

① 事業開始時支援加算  

事業開始時支援加算については平成２４年３月末までの時限措置としてい

たが、今後増加が見込まれる認知症高齢者等の在宅サービス基盤のさらなる充

実を図る観点から、所要の見直しを行った上で平成２７年３月末まで継続する。  

（現行）                   （改正後） 

 

 

 

 

 

※算定要件（変更点のみ）  

・ 事業開始後１年未満であって、登録定員に占める登録者数の割合が７０％ 

（現行：８０％）を下回る事業所であること。 

 

 

② 利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化  

サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一の建物に所在する事業所が、当

該住宅等に居住する一定数以上の利用者に対し、サービスを提供する場合の評

価を適正化する。  

同一建物に対する減算（新規） 

 

 

※算定要件（変更点のみ）  

・ 前年度の一月あたり、同一建物に居住する登録者が、登録定員の８０％以

上の場合。 

 

 

 

 

 

 

事業開始時支援加算（Ⅰ） 

５００単位／月 

事業開始時支援加算（Ⅱ） 

３００単位／月 

事業開始時支援加算（Ⅰ） 

５００単位／月 

事業開始時支援加算（Ⅱ） 

廃止 

 

 

所定単位数に９０／１００を乗じた単位数で算定 

 

 



- 11 - 

 

４ 認知症対応型共同生活介護 

（１） 指定基準の改正点 

  ① 共同生活住居（ユニット）ごとの介護従業者の夜勤職員の配置について 

      （現行）                 （改正後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（２）介護報酬の改正点 

認知症対応型共同生活介護については、利用者の平均要介護度の高まりへの対

応を強化する観点から、フラット型となっている現行の要介護度別の基本報酬体

系を見直すとともに、ユニット数別の報酬設定による適正化を図る。 

 

 （現行）                 （改正後） 

                        認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ） 

 

 

 

 

認知症対応型共同生活介護費 

 

 

認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニットごとに、夜間および深夜の

時間帯を通じて１以上配置。 

ただし、利用者の処遇に支障がない

場合は、併設される他の共同生活住

居（ユニット）または、小規模多機

能型居宅介護事業所の職務に従事

できる。 

ユニットごとに夜間および深夜

の時間帯を通じて１以上配置 

要介護１ ８３１単位／日 

要介護２ ８４８単位／日 

要介護３ ８６５単位／日 

要介護４ ８８２単位／日 

要介護５ ９００単位／日 

 

１ユニット 

要介護１ ８０２単位／日 

要介護２ ８４０単位／日 

要介護３ ８６５単位／日 

要介護４ ８８２単位／日 

要介護５ ９００単位／日 

 

２ユニット以上 

要介護１ ７８９単位／日 

要介護２ ８２７単位／日 

要介護３ ８５２単位／日 

要介護４ ８６９単位／日 

要介護５ ８８６単位／日 
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①  看取りの対応強化 （看取り介護加算） 

看取りの対応を強化する観点から、看取り介護加算の評価を見直し、認知症対

応型共同生活介護事業所の配置看護師又は近隣の訪問看護事業所等との連携に

より看取りを行う。  

（現行）                 （改正後） 

 

 

 

 

※算定要件  

・ 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。  

・ 利用者又は家族の同意を得て、利用者の介護に係る計画が作成されているこ

と。  

・ 医師、看護師（当該認知症対応型共同生活介護事業所の職員又は当該認知症

対応型共同生活介護事業所と密接な連携を確保できる範囲内の距離にある

病院、診療所又は訪問看護ステーションの職員に限る。具体的には、同一市

町村内または同一市町村内に所在していないとしても、自動車等による移動

に要する時間がおおむね２０分以内の近距離所在するなど、実態として必要

な連携をとることが必要。）、介護職員等が共同して、利用者の状態や家族の

求めに応じて、随時、介護が行われていること。  

・ 医療連携体制加算を算定していること。  

（注）短期利用共同生活介護費を算定している場合、当該加算は算定しない。  

 

 

②  夜間の安全確保の強化 （夜間ケア加算） 

夜間における利用者の安全確保を強化する観点から、夜勤職員の配置基準の見

直しを行うとともに、夜間ケア加算の見直しを行う。  

（現行）                 （改正後） 

 

 

 

 

 

※算定要件  

・ 夜間及び深夜の時間帯を通じて介護職員を１ユニット 1 名配置することに

加えて、夜勤を行う介護職員を１名以上配置すること。  

 

 

 

８０単位／日 

（死亡日以前

３０日を上限） 

 

死亡日以前４日～３０日   ８０単位／日 

死亡日前日および前々日  ６８０単位／日 

死亡日         １２８０単位／日 

２５単位／日 

１ユニット 

夜間ケア加算（Ⅰ） ５０単位／日 

２ユニット以上 

夜間ケア加算（Ⅱ） ２５単位／日 
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③ 在宅支援機能の強化（短期利用共同生活介護費） 

在宅支援機能の強化を図る観点から、短期利用共同生活介護の事業実施要件として

設定されている「事業所開設後３年以上」の規定の緩和を行う。 

（現行）                 （改正後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        短期利用共同生活介護費（Ⅰ） 

 

 

 

 

短期利用共同生活介護費 

 

 

短期利用共同生活介護費（Ⅱ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・ 認知症対応型共同生活介護事業

所の指定を受けて３年以上の経

過していること。 

・ ユニットの空室を利用し、１ユ

ニット１名以内 

・ 利用期間は３０日以内 

・ 十分な知識を有する従業者の確

保（専門課程、実践リーダー研

修、認知症介護指導者養成研修

のいずれかの修了者） 

・ 介護保険法の各サービスのいず

れかの指定を初めて受けた日か

ら３年以上経過していること 

・ ユニットの空室を利用し、１ユニ

ット１名以内 

・ 利用期間は３０日以内 

・ 十分な知識を有する従業者の確

保（専門課程、実践リーダー研修、

認知症介護指導者養成研修のい

ずれかの修了者） 

要介護１ ８６１単位／日 

要介護２ ８７８単位／日 

要介護３ ８９５単位／日 

要介護４ ９１２単位／日 

要介護５ ９３０単位／日 

 

１ユニット 

要介護１ ８３２単位／日 

要介護２ ８７０単位／日 

要介護３ ８９５単位／日 

要介護４ ９１２単位／日 

要介護５ ９３０単位／日 

 

２ユニット以上 

要介護１ ８１９単位／日 

要介護２ ８５７単位／日 

要介護３ ８８２単位／日 

要介護４ ８９９単位／日 

要介護５ ９１６単位／日 
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６ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護（新設） 

 (１) 指定基準  

 

 

 



- 15 - 
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 (２) 介護報酬 
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６ 複合型サービス（新設） 

（１） 指定基準 

（基本方針） 

 地域密着型サービスに該当する複合型サービスの事業は、訪問看護及び小規模

多機能型居宅介護の基本方針を踏まえ行うものでなければならないこと。 

 

（人員基準、登録定員） 

 

 

 

（設備基準） 

 事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際

して必要な設備その他複合型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えな

ければならないこと。 

 居間及び食堂は、機能を発揮しうる適当な広さを有すること。 

 宿泊室 

 １の宿泊室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認めら

れる場合は、２人とすることができるものとすること。 

 

日中
（通い）

常勤換算方法で３：１
(１以上は保健師，看護師又は准看護師）

日中
（訪問）

常勤換算方法で２以上
(１以上は保健師，看護師又は准看護師）

夜間
（夜勤職員）

時間帯を通じて１以上
（宿泊者がいない場合，必要な連絡体制を整備していれば配置しなくても可能）

夜間
（宿直職員）

時間帯を通じて１以上

看護職員
常勤換算方法で２．５人以上
(１以上は保健師，看護師又は准看護師）

介護支援
専門員

配置が必要
（厚生労働大臣が定める研修修了者）

管理者
専従かつ常勤で配置
（厚生労働大臣が定める研修修了者または，保健師もしくは看護師）

代表者

特別養護老人ホーム，老人デイサービスセンター，介護老人保健施設，小規模多機能型居
宅介護事業所認知症対応型共同生活介護事業所もしくは訪問介護員等として，認知症であ
る者の介護に従事した経験を有する者または，保健医療サービスもしくは福祉サービスの
経営に携わった者であって，厚生労働大臣が定める研修修了者または，保健師もしくは看
護師。

登録定員 ２５人以下

通い
サービス

登録定員の１/２～ら１５人

宿泊
サービス

通いサービスの１/３～９人
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 １の宿泊室の床面積は、７．４３㎡（指定複合型サービス事業所が病院又

は診療所である場合は、６．４㎡とし、この場合の宿泊室の定員は１人と

する。）以上としなければならないこと。 

 上記の２つを満たす宿泊室（以下「個室」という。）以外の宿泊室を設ける

場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね７．４３㎡

に宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積

以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたもの

でなければならないこと。 

 居間はプライバシーが確保されたものであれば、個室以外の宿泊室の面積

に含めて差し支えないものとする。 

 設備は、専ら当該複合サービスの事業の用に供するものでなければならないこ

と。 

 事業所は、利用者の家族との交流の機会確保や地域住民との交流を図る観点か

ら、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や利息住民との交流の機会が確

保される地域にあるようにしなければならないこと。 

 

（運営基準） 

① 基本取扱方針 

 複合型サービスは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、

その目的を設定し、計画的に行わなければならないこと。 

 事業者は、自らその提供する複合型サービスの質の評価を行うとともに、定期

的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図

らなければならないこと。 

② 具体的取扱方針 

 複合型サービスは、利用者が住みなれた地域での生活を継続することができる

よう、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、

通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることによ

り、療養上の管理の下で妥当適切に行うものとすること。 

 複合型サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び複合型サ

ービス計画書に基づき適切な看護技術をもってこれを行うこととし、特殊な看

護等については、これを行ってはならないこと。 

 複合型サービスの提供に当たっては、複合型サービス計画書に基づき、利用者

の心身の機能の維持回復を図るとともに、漫然かつ画一的にならないよう利用

者の昨日訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行

うものとすること。 

 従業者は複合型サービスの提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利

用者又はその家族に対し、療養上必要な事項その他サービスの提供等について、

理解しやすいように説明又は必要に応じて指導を行うものとすること。 
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 事業者は、複合型サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束そ

の他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行って

は成らないこと。 

 事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

 複合型サービスは、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく尐ない状

態が続いてはならないこと。 

 登録者が通いサービを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービ

スの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支え

るために適切なサービスを提供しなければならないこと。 

③ 主治の医師との関係 

 事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治の医師の指示に基づき適切な複合型

サービス（保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士（以下「看護師等」という。）が提供されるよう、必要な管理をしなければ

ならないこと。 

 事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で

受けなければならないこと。 

 事業者は、主治の医師に複合型サービス計画書及び複合型サービス報告書を提

出し、看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなけれ

ばならないこと。 

 事業所が病院又は診療所である場合にあっては、主治の医師の文書による支持

及び複合型サービス報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録への記

載をもって代えることができること。 

④ 複合型サービス計画書及び複合型サービス報告書の作成 

 事業所の管理者は、介護支援専門員に、複合型サービス計画書の作成に関する

業務を、看護師等（准看護師を除く。）に複合型サービス報告書の作成に関す

る業務を担当させるものとすること。 

 複合型サービス計画書の作成に当たり、介護支援専門員は、看護師等と密接な

連携を図りつつ、複合型サービス計画書の作成を行わなければならないこと。 

 複合型サービス計画書の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会

の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならないこと。 

 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏

まえて、他の複合型サービス授業者との協議の上、援助の目標、当該目標を達

成するための具体的なサービスの内容等を記載した複合型サービス計画書を

作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案

し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた

介護を行わなくてはならないこと。 

 介護支援専門員は、複合型サービス計画書の作成に当たっては、その内容につ
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いて利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない

こと。 

 介護支援専門員は、複合型サービス計画書を作成した際には、当該複合型サー

ビス計画書を利用者に対し交付しなければならないこと。 

 介護支援専門員は、複合型サービス計画書の作成後においても、常に腹蔵方サ

ービス計画書の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じ

て複合型サービス計画書の変更を行うこと。 

 看護師等（准看護師を除く。）は、訪問日、提供した看護内容等を記載した複

合型サービス報告書を作成しなければならないこと。 

⑤ 緊急時等の対応 

従業者は、現に複合型サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変

が生じた場合は、臨時応急の手当を行う（看護師等である場合に限る。）ととも

に、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該事業者が定めた協力機関への連絡

を行なう等の必要な措置を講じなければならないこと。 

⑥ その他 

その他、運営に関する基準について、心身の状況等の把握、居宅サービス事業

者等との連携、利用料等の受領、居宅サービス計画の作成、法定代理受領サー

ビスに係る報告、利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付、 

社会生活上の便宜の提供、運営規定、定員の遵守、災害対策、協力医療機関、

調査への協力、地域との連携等の規定について、小規模多機能型居宅介護と同

様の規定を設ける。 

 

（地方公共団体が介護サービスの指定基準を条例で制定する際の基準） 

 地方分権法に基づき、地方公共団体が介護サービスの指定基準を条例で制定す

る際の基準は以下のとおりとすること。 

① 従業員及び従業者の員数、居室の面積及びサービスの適切な利用、適切な

処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連する事項 従うべき

基準 

② 利用定員 標準とすべき基準 

③ その他の基準 参酌すべき基準 
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（２） 報酬基準 

利用者の状態に応じた通い・泊まり・訪問（介護・看護）サービスを柔軟に提

供する観点から、要介護度別・月単位の定額報酬を基本とした報酬を設定する。 

 

複合型サービス費（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

① 小規模多機能型居宅介護に準拠した減算に関する規定を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

  ※登録者１人当たりの平均回数が週当たり４回に満たない場合 

 

 

② 利用者が医療保険の訪問看護を受ける場合の給付調整を行う。 

  複合型サービスの利用者が医療保険の訪問看護を利用した場合、所定単位数を減

算する 

○Ａ  

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護１  １３，２５５単位／月 

要介護２  １８，１５０単位／月 

要介護３  ２５，１１１単位／月 

要介護４  ２８，３４７単位／月 

要介護５  ３１，９３４単位／月 

 

登録者数 ＞ 登録定員  

従業員の員数が基準に満たない  

サービス提供が過尐（※）  

（基本サービス費）×（７０／１００） 

末期の悪性腫瘍等その他

別に厚生労働大臣が定め

る疾患により、医療保険の

訪問看護を行う必要が有

る旨の指示を行った場合。 

 

要介護１・要介護２・要介護３ 

９２５単位／月 減算 

要介護４ 

１，８５０単位／月 減算 

要介護５ 

２，９１４単位／月 減算 
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○Ｂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ その他加算 

（小規模多機能型居宅介護及び訪問看護に準拠した各種加算を創設する。） 

 

加算名 
訪問 

看護 

小規模 

多機能 
単位数 

初期加算 ※ ○      ３０単位／日 

認知症加算   ○ 
（Ⅰ） ８００単位／月 

（Ⅱ） ５００単位／月 

退院時共同指導加算 ※       ６００単位／月 

事業開始時支援加算   ○     ５００単位／月 

緊急時訪問看護加算 ○       ５４０単位／月 

特別管理加算 ○   
（Ⅰ） ５００単位／月 

（Ⅱ） ２５０単位／月 

ターミナルケア加算 ○     ２，０００単位／月 

サービス提供体制強化加算 ○ ○ 

（Ⅰ） ５００単位／月 

（Ⅱ） ３５０単位／月 

（Ⅲ） ３５０単位／月 

介護職員処遇改善加算（再掲）   ※ 
所定単位数に４．２％を 

乗じた単位数を算定 

 

  ※新設予定 

（注）事業開始時支援加算、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算

及び介護職員処遇改善加算については、区分支給限度基準額の算定対象外とする。 

 

 

 

 

主治医が急性増悪等によ

り一時的に、頻回に医療保

険の訪問看護を行う旨の

指示を行った場合。 

 

その指示日数につき 

要介護１・要介護２・要介護３ 

３０単位／日 減算 

要介護４ 

６０単位／日 減算 

要介護５ 

９５単位／日 減算 

 

 



- 26 - 

 

○Ａ   医療機関からの退院後の円滑な提供に着目した評価 （退院時共同指導加算） 

医療機関からの退院後に円滑に訪問看護が提供できるよう、入院中に訪問看護ス

テーションの看護師等が医療機関と共同し在宅での療養上必要な指導を行った場合

や、初回の訪問看護の提供を評価する。  

 

 

※算定要件  

・ 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中若しくは入所中の者に対して、主

治医等と 連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により

提供した場合。 

・ 退院又は退所後の初回の訪問看護の際に、1回（特別な管理を要する者である

場合、2回）に限り算定できること。  

（注）医療保険の訪問看護を利用し当該加算算定する場合や介護保険の訪問看護や

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを利用し、当該加算を算定する場合は、

算定できない。 

 

 

７ その他  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅

介護及び複合型サービスにおいて、一定の額の範囲内で、市町村が全国一律の介護

報酬額を上回る報酬額を独自に設定できるようにする。  

 

加算名等  単位数  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
所定単位数に５００単位を 

加えた範囲内で設定  

夜間対応型訪問介護 
所定単位数に３００単位を 

加えた範囲内で設定  

小規模多機能型居宅介護 
所定単位数に１０００単位を 

加えた範囲内で設定  

複合型サービス 
所定単位数に１０００単位を 

加えた範囲内で設定  

 

 

 

 

 地域密着型サービス事業所の加算の届出に関しての具体的な取扱いについては，指定

権者である管轄の市町の介護保険担当課に御確認ください。 

退院時共同指導加算（新規）  ６００単位／回 

Ⅳ 加算の届出について 

 


